
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 １ ０ 月 

松 本 市 

〇松本市役所（東庁舎内）〒390－8620 松本市丸の内３番７号 

障がい福祉課  (直)0263－34－3212  [FAX]0263－36－9119 

[メールアドレス]s-fukusi@city.matsumoto.lg.jp 

こども福祉課  (直)0263－33－4767  [FAX]0263－36－9119 

[メールアドレス] kodomo-f@city.matsumoto.lg.jp 

〇松本市役所（波田支所内）〒390－1492 松本市波田 4417 番地１ 

西部福祉課  (直)0263－92－3002  [FAX]0263－92－711１ 

[メールアドレス]w-fukusi@city.matsumoto.lg.jp  

「魚のおよぐ帽子」 



 

利用される皆様へ 

     あらましをご覧になる時の留意点 

留意点①        

 

 

 

 

 

 

 

(例) 

 

留意点② 
この冊子では、障がいがある方に関係する福祉制度の主な内容を、簡易にまとめて紹介して

います。制度のすべてを説明したものではなく、また内容が変更される場合があります。 

 制度を利用される場合は、詳細について事前に各制度担当窓口(機関)に必ずお確かめくだ

さい。 

 この冊子と同じものを松本市のホームページにも掲載しています。 

   http://www.city.matsumoto.nagano.jp/  

 情報に変更があった場合などに更新していますので、そちらもご利用ください。 

 

 留意点③  

この冊子に「年度」と表記されている場合は、「４月から翌年３月」の期間を意味します。 

(例 令和 5年度＝令和 5年４月から令和 6年３月）      

 

 

 

 

☆ 心身障害者福祉手当(市の制度) 

制度名の左側の欄に「☆」印がある制度は、課税状況や世帯状況などが要件と

なっている制度です。手帳交付の説明時点では対象(対象外)でも、その後の状況

変化によっては対象外(対象)となる可能性があります。 

また、市役所では、その都度の状況変化を把握して、案内することができませ

ん。手帳所持者又は、その家族の方が申出をしていただく必要があります。 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/
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□自立支援医療(精神通院)  ・・・3 
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□特別障害給付金  ・・・６ 
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□心身障害者(児)扶養共済  ・・・1０ 
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□相続税に関する障害者控除  ・・・1５ 
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５  貸付制度 

□生活福祉資金の貸付  ・・・１６ 



６  移動支援 

□国内線航空旅客運賃の割引  ・・・17 

□バス運賃の割引  ・・・1７ 
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□松本市自転車駐車場（有料）の減免  ・・・21 

□駐車禁止規制の適用除外  ・・・21 

 

７  在宅生活の援助 

□自立支援給付（介護給付・訓練等給付）／障害児通所給付 ・・・22 

□地域生活支援事業 ・・・2６ 

□介護保険制度 ・・・27 
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□くみとり料金の免除  ・・・30 
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８  相  談 

□松本市役所  ・・・３４ 

□行政機関等  ・・・３５ 

□松本市障がい者基幹相談支援センター  ・・・３６ 
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□地域活動支援センターⅠ型  ・・・３７ 

□松本公共職業安定所（ハローワーク松本）  ・・・３８ 
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□長野県発達障がい支援センター  ・・・３９ 
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□精神保健相談  ・・・39 

□こころの相談  ・・・４０ 
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□長野いのちの電話（松本）  ・・・４０ 
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９  資  料 

□障がいのある人を虐待から守りましょう  ・・・４２ 

□障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について  ・・・4３

 

 


